
免許証用の写真について

無線従事者の免許、再交付の申請に使用する写真は、無線従事者規則により下記の大きさとなっています。
また、写真はそのまま免許証に転写されますので、以下の「適当な写真例」、「不適当な写真例」を参考に写真を提出してください。

○適当な写真例

・上三分身のもの
・申請者本人のみが撮影されたもの
・6ヶ月以内に撮影されたもの
・縁なしで各寸法を満たしたもの
・無帽で正面を向いたもの
・背景、影がないもの

×不適当な写真例 （不適当な写真であった場合は、再度提出をお願いする場合があります。）


